
児童扶養手当のお知らせ
　児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安

定・自立促進のために支給される手当で、婚姻の

解消や配偶者が死亡したことでひとり親となり、

子どもを監護する母や父などに支給されます。

〇支給要件

・父母が婚姻を解消した子

・父又は母が死亡した子

・父又は母が重度の障がいにある子

・父又は母が生死不明の子

・父又は母が１年以上遺棄している子

・父又は母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた子

・婚姻によらないで生まれた子

・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子

・父又は母が１年以上刑務所などで拘禁されている子

〇児童扶養手当の月額

･ １人目　全部支給 43,160 円

          一部支給 43,150 円～ 10,180 円

・２人目　10,190 円～ 5,100 円

・３人目以降１人につき　6,100 円～ 3,060 円

※所得に応じて変動します。

特別児童扶養手当のお知らせ
　特別児童扶養手当は、精神または身体に障が

いを有する児童について手当を支給することに

より、児童の福祉の増進を図るために支給され

る手当です。20 歳未満で、精神または身体に障

がいを有する児童を家庭で監護、養育している

父母などが支給対象となります。

　その他にも所得要件などもありますので、詳

しくは担当までお問い合わせください。

〇特別児童扶養手当の月額

　１級 ： 52,500 円　／　２級 ： 34,970 円

※障がいの状況に応じて１級または２級に区分

されます。

献血にご協力をお願いします
　移動献血車の来町日程をお知らせします。

期　日　５月 26 日（水）

　　　　※次回は９月24日（金）を予定しています

場　所　①新冠町農協前　10：00 ～ 11：30

　　　　②新冠町役場前　13：00 ～ 16：00

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ　☎ 0146・47・2112

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

５

月

17日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

25日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

レ・コード館
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

６

月

３日（木） 10：30～12：00 離乳食教室 東町生活館

９日（水） 18：00～20：00 からだリセット講座 東町生活館

11日（金）

受付時間
①６：00～
②６：30～
③７：00～
④７：30～
⑤８：00～
⑥８：30～
⑦９：00～
⑧９：30～
⑨10：00～
⑩10：30～
⑪11：00～

・特定健診、若年健診
・胃、肺、大腸、前立腺がん検診
・肝炎ｳｲﾙｽ、ｴｷﾉｺｯｸｽ症検査
・風しん抗体価検査

東町生活館

12日（土）

14日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

22日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

レ・コード館
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

　新型コロナウイルス感染症の状況により中止及び延期する

場合があります。また、その他の事業については開催が決定

しましたら、町政事務委託文書などでお知らせします。

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その１

その電話、
還付金詐欺かもしれません！
　４月 14 日、静内警察署管内にお

いて、介護保険名目の還付金詐欺

が発生しました。

　「還付金があるので、ＡＴＭに

行ってください」という電話が来

たら、詐欺です。すぐに、ご家族

や警察に相談しましょう。

　また、コロナ便乗詐欺や偽ＳＮ

Ｓを利用した詐欺の発生も報告さ

れていますので、引き続きご注意

ください。

●新冠町役場　☎ 0146・47・2112

●静内警察署　☎ 0146・43・0110

●警察相談　　☎＃ 9110

高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成
　肺炎は、高齢者では重症化しやすく日本人

の死亡原因の第５位を占めています。肺炎には

さまざまな原因がありますが、肺炎球菌性肺炎

は予防接種で防ぐことができると言われていま

す。対象の方はこの機会にぜひ接種されること

をおすすめします。

○助成対象者

①年度内に 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90 歳、

95歳、100歳になる方（個別に予診票を送付済です）

② 60 ～ 64 歳で心臓や腎臓、呼吸器などに重い病

気のある方（主治医とご相談ください）

○助成額

　5,000円（生活保護を受給されている方は全額助成）

○助成回数　生涯１回

○助成期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

○指定医療機関

　下記の医療機関では、助成額を差し引いた額で

接種できます。申請は必要ありません。

日本脳炎ワクチンに関するお知らせとお願い

　令和３年度においては、

日本脳炎ワクチンの供給量

が大幅に減少することか

ら、優先接種対象者が決

まっています。

○令和３年度優先接種対象者

①平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれの方

　４月に個別でご案内しています。案内のとおり

に接種を行ってください。

②平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれの方

　接種を希望される方は予診票をお渡ししますの

で、下記までご連絡ください。

※それ以外の方で定期接種として接種が受けられ

る年齢の上限が近付いている方も優先接種対象と

なります。

※平成 29 年 4 月 2 日～平成 30 年 4 月 1 日生まれ

の方で第一期追加接種（3回目）を希望される方、

平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 4 月 1 日生まれの

方で第二期接種（4 回目）を希望される方につい

ては、令和 4 年度まで接種をお待ちいただくよう

お願いします。

●問い合わせ先

　保健福祉課保健福祉グループ健康推進係

　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

医療機関名 電話番号

新冠町立国保診療所 0146-47-2411

日高徳洲会病院 0146-42-0701

山田クリニック 0146-43-0008

駒木クリニック 0146-45-0123

仲川内科胃腸科医院 0146-42-0345

勤医協厚賀診療所 0145-65-2711

石井病院 0146-42-3031

古
こ ま ん

満　まりの　　出身　千歳市　私は５年間の病院勤務、１年間の保健師の勉強を経て、今年の４月から新

冠町役場で保健師として働かせていただいています。動物が好きで、町内を

ドライブしていると仔馬が産まれており、とても感動しました。海のある町

に住むのは初めてなので、綺麗な海の色や夕日に癒されながら、新冠町に来

られたことを嬉しく思い日々過ごしています。料理と運転が苦手なので、今

年の目標はなるべく自炊をすることと運転が上手になることです。

　住民の皆さんとは健診などいろいろな場面でお会いすることがあると思

います。保健師としては新米なので、至らない点や住民の皆さんに教えて

いただくことも多いかと思いますが、少しずつ新冠町のことを知って、住

民の皆さんが安心して生活できるようお手伝いできたらと思っています。

皆さんから気軽に声をかけていただけるよう、安心して相談ができる保健

師を目指して頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

令和３年度４月採用　新しい保健師を紹介します

P6  広報にいかっぷ　2021.5 広報にいかっぷ　2021.5 P5


